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0．皆大好きテストについて
全問論述問題である。
問題は授業で扱った10のテーマの中から全部で５問出題され、生徒はそのうち２問を選択して解答する。
10のテーマの中からどの5問を出題するかはサイコロで決めている。
試験時間は90分間で、持ち込みは当然不可である。
論述は自分の考えを述べるものではなく、教師が授業で提示した哲学をめぐる問題をどれくらい理解しているかを測る問題を出題する。評価基準は授業で提示された問題をどれだけ深く、的確に自分の言葉で理解できているか？ということである。
大学の評価は相対評価であるため、＋αを書いた人間が勝ち組である。
話を聞いた感じ、本当にもうこれは書いた者勝ちであると思われる。コンパクトにまとめる能力など、きっと求められていない。力の限り書いて、量でせめるのが恐らく吉。
あと、このシケプリは原則、授業の配布プリントと板書、そしてシケ対が授業中にとったメモをもとに作られている。教科書は中学生でも楽に読める書き方になっており、読むことはそれほど時間もかからず負担にもならないと思うので各人で読んでくれることを期待する。
　哲学の問題の中には、「自分も考えたことがある」と深く共感できるものもあれば、「何が嫌なのかわからん」というように全く納得出来ないものもあると思う。例えば「年表を見ても時間は流れているように思われない」という主張に対して、「いや、みえますけど。」と思う人も居るかもしれない。しかし納得出来ないものでも、納得出来ないが為に発生した議論の論理展開は理解できると思うので、「へぇ、そういう風に考える人もいるんだな」と動物園にでも来たつもりで受け入れよう。
１．意識・実在・他者
(a)意識と実在
■意識と実在
実物(実在)を見ることで、私たちはそれを知覚し知覚像(意識)を得る。
たとえば、コーヒーカップを見ることによってそのコーヒーカップが見える(そのコーヒーカップの知覚像を得る)といったように。
この知覚像と実物について考えた時、いくつかの疑問が生じる。
その疑問の1つは、「全ては知覚像ではないのか？(→実物が何なのかわからなくなってくる)」という観念論的問いである。
あるいは、「いかにして実物を認識できるのか？(———できないんじゃないのか？)」という懐疑論的問いである。
■意識と実在に関しての三つの立場
　意識と実在という問題に関して、哲学には大きく下の3つの立場がある。
①素朴実在論
②意識と実在の二元論
③意識の一元論
(＊他に、意識を否定する唯物論的考えもあるが授業では扱わない)
　
①素朴実在論
素朴実在論は基本的に、人は実物そのものを知覚しているとする一元論である。
一元論とは意識と実物の2つを同じとみなす(＝一元化している)理論だということである。
しかし、人の知覚は時に誤るし、幻覚もまた実物とは異なる。
例えば遠くから見た時に縄を蛇と見間違えることがあるが、このとき自分は蛇だと知覚していても実際は縄なのだから実在と知覚像は同じではない。
この矛盾を解決するため、素朴実在論は
「誤った知覚の場合には、誤った知覚像と世界のあり方は別物(二元論的)だが、正しい知覚の場合には知覚像と別に実在があるわけではない。見えているものはそのまま実在でもある(一元論的)」　と、説明した。
しかし、部分的に二元論を取るということは考えにくい。
たとえば自分のまぶたを軽く押してみる場合を考えてみる。
瞼を押してものを見ると、ものが二重に見えるようになる。これは勿論実在が二重になったわけではなく、知覚像が二重になったと考えられる。
それならば、知覚像と実在は別のものだと考える方が自然ではないのか？
または、そもそも実在などという想定に意味はないのではないか？
このように、素朴実在論を二元論か一元論のどちらかに統一しようとする思想の動きが起きた。
②意識と実在の二元論
「誤った知覚であれ正しい知覚であれ、知覚は実在を原因としてそれによって引き起こされた私の意識における実在の像である。」という考え方が意識と実在の二元論である。
この場合、同一の実物が人によって様々に捉えられることになる。
しかし、二元論にも困難はある。
困難1．実在の世界は「どこ」にあるのか？
実在の消しゴムはどこにあるのか？　と言われて、自分の見えている消しゴム(=知覚像)を指さすのは、事故はどこで起きたの？と聞かれてテレビの画面を指すようなものである。なぜなら消しゴムがあると指をさした場所は、飽くまで自分の知覚像が映し出されている場所に過ぎないからである。
→意識の世界と実在の世界は全く位置関係をもちえない
また空間的な問題だけでなく、時間に関しても同じことが言える。
「授業を受けている」という知覚を引き起こした授業とは、いつあったことなのか？
→一万年前起きたことが今映像化されているんじゃない??という疑問を反証できない。
こう考えると、二元論においては時間・空間的に無関係な何かが今の私の知覚像を引き起こしている、ということになってしまう。
Cf.1私はどこにいるのか
ここから派生する問題として、私はどこにいるのか？という問題がある。
意識と実在の二元論では実在と知覚像はテレビ中継にたとえられる。
実在を知覚して知覚像を得るというのは、現場が向こうにあってそこで撮影した情報が意識の画面に映るといったようなものだということである。
この比ゆにおいて、画面を見ている私はいったいどこに存在しているのだろうか、という疑問が生まれる。
Cf.2実在のリンゴは何色？
また「実在のリンゴは何色なのか？」という問いに対する答えは「無色」である。
色とは人間の知覚によって得られるイメージであり、赤く見えるのは人間にとって赤く見えるように光を反射する物理性質をリンゴが持っているというだけのことである。
→実物は、無色・無音・無味・無臭。
困難2．知覚像が正確であるとどうすれば分かるのか。(外界の懐疑)
正しい知覚とは「実在のとおりである知覚」のことで、誤った知覚とは「実物と異なる知覚」である。しかし、これは本人と肖像画を比べて似ている似ていないというような、そんなに単純に言える話ではない。
というのも、実在を知覚した知覚像しか認識できない人間にどうしてその知覚が実在を正しく反映しているとか、誤って反映しているとかいえるのか？(懐疑論)
また、困難1の最後に述べたように、実在はそもそも無色であるという問題もある。
では、どう考えればよいのか？
③意識の一元論(観念論、現象主義)
「存在するとは知覚されることである。それを知覚する心、ないし思考する者の外では、いかなる存在も不可能である。」(George Berkeley, A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (『人知原理論』)、1710)
意識の一元論では、私は私の意識の世界にのみ生きていて、その背後の実在という想定には意味がないとする。
また、正しい知覚とは「大きなまとまり(整合性)をもった知覚群」であり、誤った知覚とは「孤立した知覚」であるとしている。
孤立した知覚とはつまり、暗い所でとか遠くから見た時にのみそう見えるとか、見えるけれども触れないといったように知覚が限定的であるということである。
たとえば、縄を蛇と見間違えた事例では、蛇に見えたのは遠くから見たときだけであり、近づいてよく見てみるとずっと縄に見えている。このことから蛇を誤った知覚、縄を正しい知覚としている。
しかし一元論にもやはり困難はある。
困難1．知覚されていない実在をどう考えるのか？
たとえば、誰もいない隣室のイスは知覚されていないから存在していないのか?
これに対してバークリーは「神が見ているから存在する」と述べたが。。。
困難2．他人の意識の存在をどう考えるか？(他我問題)　→独我論へ
一元論は私の意識の世界が全てだという考えであり、実在や知覚をしている自分自身のほか他者や他者の意識という存在は否定している。
このように世界には私の意識しか存在しないとする考えを、独我論でと呼ぶ。
このように考えていくと、意識と実在の二元論にも意識の一元論にも満足できないという状況が生じる。　どうすればよいのだろうか？
(b)他人の意識(他我問題)
■他人の心についての疑い
他人の意識とは自分の意識には入ってこないため、よく解らないものである。
その為他人の意識に関してはある程度の疑問がつきまとうが、その疑問には色々な程度がある。
・日常的な疑い……ある程度わからないがある程度わかる
・グロテスクな疑い……まったくわからない
・もっとグロテスクな疑い……ゾンビの懐疑(実は他者は何も感じておらず、心も持ってないんじゃないか？)
■自他の同型性の信念
　そもそも普通我々は、他人の痛みも、だいたい自分とおなじような感覚であると考えている。(あるいは知覚や感情もまた。)このような、自分と他人はだいたい同じという考えを「自他の同型性の信念」と呼ぼう。
　だが、自他の同型性の信念には根拠がなく確かめようがないように思われる。
Cf.逆転スペクトルの懐疑
　私の認識している赤と、あの人の認識している赤は果たして同じ色なのだろうか？
ここで、「他我認識の問題が生じる。
■他我認識の懐疑
　他我認識の懐疑は「他人の心の在り方をいかにして知るか」や「他人に心があることをいかにして知るか」という問題であり、我々は他人の心的状態についてはいっさい、何ひとつ、知りえないのだと主張する。他人が痛みを訴えているとき、その感覚は私の場合とは全く異なるかもしれない。そもそも他人は感覚などない木偶の坊(ゾンビ)かもしれない。(そうではないとどうしてわかるのか。)
■類推節
この懐疑に対する一つの解答が、類推説である。
　私の場合の内面と外面の法則的関連を私は知っている。それを他人に適用することで他人の内面を推測できないか。この考え方は「類推説」と呼ばれる。例えば私の場合には「手を刺すと痛いのでうめく」といったような、私の心(痛み、悲しみetc)と状況・私の振る舞い(針を刺した、手を押さえて呻く)といった心身関連の規則性がある。これを他人の場合に適用し、状況や他人のふるまいから他人の心を類推しようということであり、言ってみれば「私の心：私のふるまい＝ｘ：他人のふるまい」という図式からｘを求めようとするようなものである。
　しかし、類推説にはいくつかの批判がある。
①論点先取
　→自他の同型性を前提にしてしまっている。他人もまた私と同型の「内-外法則」が成り立っているかどうかこそが問題なのであるから、類推説は無力。
そもそも自他の同型性の信念が無根拠に思われることから生じた他我認識の懐疑を解決するのに自他の同型性を前提にするのは、結論を仮定にしてしまっている論点先取である。
②ゾンビの懐疑には無力
③類推説は「感覚説」を前提にしているが、「感覚説」には根本的な困難がある。
■痛みの意味についての感覚説
　類推説では「<痛み>とはある種の感覚のことである」という考え方(感覚説)が前提にされている。しかし、それこそが問題。
　たとえば腕をナイフか何かで切ったとする。「痛み」の意味は私が感じているこの(タイプの)感覚であるとされる。では、その感覚が他人の身体にあると考えてみよ。それはたんに「私が他人の身体に痛みを感じている」という想像になってしまっている。これは「彼は痛みを感じている」ということと同義ではない。このように痛みの意味を上のように定義すると、「他人の痛み」ということに意味を与えることが出来ない。(なぜなら、「痛み」というのは私が経験するある種の感覚を指すものであるから。)　感覚説はきわめて常識的な考え方だが、ここには根本的な困難がある。
■行動主義
　そこで、感覚説とは違うもうひとつの極端な考え方が登場する。それは「<他人の痛み>とはその人の行動のパターンないし行動の傾向性を意味する」という考え方であり、これは「行動主義」と呼ばれる。
　私の痛みは感覚説で捉えられるが、しかし感覚説では他人の痛みは意味づけられない。そのため行動主義では「他人の痛み」とは「痛みのふるまい」でありその外面的なふるまいが全てと考える。
　行動主義に従えば、懐疑は回避される。しかし行動主義は独我論的である。他人は「ゾンビ」であってよいと認める。しかしこの立場に満足できないからこそ、他我問題は問題となる。
またこのように考えた場合には私と他人とで「痛み」の意味が異なり、「痛み」の意味の自他の非対称性が生じる。これに対して意味の対称性を与えようとして、徹底的な行動主義という考えも現れる。これは私自身の場合も「痛み」とはふるまいだと考える。こうなると私の場合も私はゾンビでよいということになるが、この考えは納得・満足しにくいものである。
2．記憶と過去
意識の一元論(観念論)は「今の・私の・意識」を全ての出発点とする。
たとえば前回の授業で触れた「独我論」はこの意識の一元論のうち「私」という限定に焦点を置いたものであるが、アウグスティネスなどに見られるこの一元論の「今」という部分に焦点をあてた、独我論に対して「独今論(*1)」とでも言うべきものを考える。
また、さらには哲学における懐疑論一般についてラッセルを通して考えてみる。
(*1……独我論は一般的な哲学用語であるが、独今論はそれにならった野矢さんの造語なので注意)
■ラッセルの記憶の懐疑　― 五分前世界創造仮説 ―
「論理的に言えば、記憶されているできごとが実際には起こっていなくとも、そのような記憶の信念は生じうる。そもそも過去がまったく存在していなくとも、記憶の信念は生じうるのである。世界が五分前に、まさに五分前にそうあったとおりの状態で、そして人々もまったく非現実の過去を『覚えている』状態で突然存在し始めたのだという仮説を立てても、この仮説は論理的に不可能ではない。異なった時点のできごとの間にはなんら論理的必然的関係はありはしない。それゆえ、現在および未来において起こるいかなることも、世界が五分前から始まったという仮説を反証しえない。かくして、過去についての知識と呼ばれるものの成立は過去とは論理的に独立であり、全面的に現在の内容に分析可能なものなのである。そしてその現在の内容は、理論的には、たとえ過去が存在しなかったとしても、いまわれわれが手にしているとおりの内容でありうるだろう」(Bertrand Russell, The Analysis of Mind, 1921,159-160.　邦訳、『心の分析』(竹尾治一郎、勁草書房、188ページ))
つまり、ラッセルの懐疑は下のようなものである。
　過去　　　　　　　　　　　　　　　　　現在　　　　　　　　　　未来
	
	
	
	


全宇宙史

　　　　　　　　　　　5分前の状態Ω0
こうすると、「5分前に状態Ω0の世界が突然生じた」と考えてもそれは反証されない。
■疑いの三つの形
ラッセルの懐疑について考えるために、そもそも哲学における懐疑論について考えてみよう。
・理由のある疑い(日常の疑い)
・理由のない疑い　・個別の疑い
・包括的な疑い(哲学的懐疑論)
Ex.1　このおかずちょっと変な臭いがする。腐ってるかもしれない。
Ex.2　いま私は夢を見ているかもしれないと疑おうと思えば疑える。
Ex.3　すべては夢かもしれない。
理由のある疑いは、理由があるから晴らしようがある。
また、ある種の包括的疑いは論破できる。
■包括的疑いの不可能性
偽札論法：「世の中のすべてのお札が偽札かもしれない」と疑うことは不可能。
ここには”any”から”all”への論理の飛躍がある。
ある特定のお札が偽札かもしれない、という疑いには意味がある。しかし、「全てのお札が偽札かも知れない」と疑うことはおかしい。
「偽物」とは「本物」に寄生した概念であり、本物があるから偽物がある。本物と偽物というのは分類概念である。
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分類語としての機能を失う
「どんな事実も確かとみなさない者にとっては、自分の用いる言葉の意味もまた確かではありえない。全てを疑おうとする者は、疑うところまで行き着くこともできないだろう。疑いのゲームそのものがすでに確実性を前提にしている。」(ウィトゲンシュタイン『確実性の問題』、第114、115節)
ラッセルの懐疑はいっさいの記憶を「みせかけ記憶」とみなすことにつながるが、それは「みせかけ記憶」という概念にとって自滅的でしかない。なぜなら、「みせかけ記憶(偽の記憶、記憶間違い)」というのもまた、「真の記憶」に寄生した概念だからである。
また「真の記憶」とはいったい何なのか。記憶の正しさの基準はその記憶と他のことがらとの整合性である。
■ラッセルの言う「五分前」とはいつのことか
	注意！
野矢さんが突然授業中に悟りを開いたため、かなりのカオスです。途中で野矢さんが自分の意見を180度ひっくり返したということを念頭において読み進めて下さい。


(元々の野矢さんの意見)
世界は五分前に作られたとラッセルは言う。では、その五分前という時間をはかる時計(世界開闢の時間をはかる時計)はいつ作られたのか。「世界開闢の時間」ということに意味はあるのか。
これが野矢さんが初めに提起していた疑問である。この時野矢さんは「世界が始まった５分前」というものは、われわれが考える５分前というものではなくわれわれの世界の外にある独立した尺度であると考えていた。つまりは、下図のように考えていたのである。
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この時野矢さんが提起していた疑問は、この世界の外側にある５分前という尺度は、世界の中でわれわれが使っている５分前で計れないのではないかということだ。これは、たとえば夢の中の時間が３時だったとしても、それは現実世界の時間とは何の関係もないというような考えである。
しかし。ここで野矢さんが突然悟る(笑)
(悟りを開いた野矢さんの意見)
別にラッセルは世界の始まった５分前という時に、上図の世界の外側にあるような時間尺度を導入してはいない。「５分前に世界が作られた」という時の５分前というのは、世界が始まった状態を示す５分前であり、普通に世界の中にありわれわれが使っている５分前というものでいいんだ！
■理由のない疑いは死んだ疑いでしかない
ある種のことがらは、それを信じること(疑わないこと)がわれわれの生活の初期設定(デフォルト)にある。そうしたことに理由なく疑いをかけることはわれわれの生活を破壊するものでしかない。
理由のない疑いは疑いとして機能していない。原理的に晴らせない疑いは疑いとしての力を持たない。疑いとは探求の開始である。
■もっと詳しく！
この回の内容から、野矢さんが授業内容に関して生徒から受けた質問への野矢さんの返答が、質疑応答という形でプリントに記載されるようになりました。
要は授業で解りにくく質問を受けたところの詳しい説明をプリント配布してくれました。
それはスキャンしてブリケにあげておきますのでそこ自分もよくわからない、という人は読んでみて下さい。
ちなみにこの回では、
(1)感覚説に従うと「他人の痛み」ということが無意味になってしまうという議論がよくわからない
(2)ラッセルの五分前世界想像仮説に対する「理由のない懐疑は死んだ懐疑であり、疑いとしての実質をもたない口先だけのものにすぎない」という批判は、逆転スペクトルの懐疑に対しても、他我認識の懐疑に対しても適用されうるのではないか。
(3)「すべての記憶が記憶まちがいかもしてないという懐疑は、正しい記憶をなくしてしまうために「記憶まちがい」ということが無意味になってしまう自滅的な懐疑である」と論じられたが、ラッセルの懐疑は、「すべてがまちがいかもしれない」と疑うのではなく、「われわれが「記憶」と呼ぶものは、まちがいとか正しいとか分類しているふつうの意味での記憶とはまったく異なるものなのかもしれない」という疑いではないのか。
という三つの質問に対して解答している。
3．時の流れ
■２つの世界把握の仕方
視点的(パースペクティブ的)把握
無視点的把握
　視点的把握と無視点的把握の違いは、言ってみれば航空写真と地図の違いのようなものである。航空写真や展望はある一点からの眺めであり視点的であるが、それに対して地図は無視点的なものでどこから見られたものでもない。無視点的把握は「無限遠に視点を置いている」と表現できるのではないかという疑問もあるだろうが、無限遠はやはり視点的とは言えない。時間に関して言えば、視点的把握とは「現在・過去・未来」といった時制の語り方であり、無視点的把握とは「時刻tに日蝕が起こる(*1)」といった日付の語り方でありこれは自然科学の語り方である。
　このように世界把握には２つのやり方があるが、「時の流れ」はそれらどちらか一方だけでは出てこない。では、「時の流れ」は、視点的把握と無視点的把握のどのような交差のもとに成り立つのか。
(*1……ここでの表現は無時制での表現であり、現在時制の表現ではない)
■無視点的把握だけでは時は流れない
時刻ｔｎに起こることをできごとaｎとする。
「t1=a1 」、「t2=a2」……と集めてゆき、すべての過去だけでなく全ての未来をも含む完全な世界史年表を考えてみる。
たとえばNさんの一生をそのような年表で表してみると下図のようになる。
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　この年表はNさんの「時間的変化」を示していると言えるのだろうか？そしてそれは即ち「時の流れ」を表していると言えるのだろうか？この年表を見て時が流れている、とは実感できない。
　時の流れに関係する「時間的変化」とは、変化という出来事ではなく「出来事の変化」ではないか。
　たとえば、時刻t1に食事をしている、とする。このことそのものは時が流れても変わらない。時の流れによって変化するのは、食事をするというできごとa1が、最初未来のことだが現在のことになり、やがて過去のこととなる、a1の捉えられ方である。これができごとが受ける時間的変化である。
■視点的把握だけでも時は流れない　→独今論
「存在するすべてのものは、どこに存在しようとも、ただ現在としてのみ存在する。(中略)すなわち未来も過去も存在せず、また三つの時間すなわち、過去、現在、未来が存在するということもまた正しくない。それよりはむしろ、三つの時間、すなわち過去のものの現在、現在のものの現在、未来のものの現在が存在するというほうがおそらく正しいであろう。」(アウグスティヌス『告白』第11巻第18章及び第11巻第20章)
　視点的把握とは「いまからの時間的眺め」である。このいまからの時間的眺めとは、「小学校の入学式は遠い過去」「今はシケプリ作成中」「明日はシケプリ提出日」といったように出来事を記述するが、この段階ではまだ時は静止したままである。時の流れのためには、この「いま」が推移しなければいけない。
　　　　　　いま　　　　いま

　しかしこのような〈いま〉の推移はどの視点から捉えられるのか？すべては〈いま〉からしか捉えられない。
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独今論はこの「〈いま〉の推移」を捉えられない。
　未来とはいまの私が予期するものであり、現在はいまの私の知覚するもの、過去は現在の私が記憶するもの。全てはいまの私の状態である。
■持続的同一性と定時的同一性
物は時間的に延長した同一性をもつが、できごとは一定の日付に固定される。言ってみれば物や人物は通時的同一性を持ち、でき後は定時的同一性を持っている。ここに、時の流れを可能にする仕掛けの第一ステップがある。
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S：主体　a : 出来事
さらに、時間的パースペクティブの推移を主体は把握しなければならない。
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 S：主体　a, b, c : 出来事
■もっと詳しく
　今回の野矢さんの補足はすぐ上の2つのグラフが何を表しているのか、どういう意味なのかについてB４のプリント一枚をフルに使って解説してくれている。
4．私的体験と私的言語
■逆転スペクトルの懐疑
　一致して「赤」と呼んでいるとしても、その色が実際にどう見えているのかは、人それぞれに異なるかもしれない。
■私的言語の想定
「君が「赤」と呼ぶ色は何色なのか？」
「君が「赤」と呼ぶ色と私が「赤」と呼ぶ色は同じ色なのか？」
このように問いを立てても無駄。
この懐疑は公共言語では表現できない。そこで、自分の体験のみを語る言葉としての「私的言語」を用いたくなる。ここでいう公共言語とはわれわれがみんな使用している言語であり、私的言語とは私にしか使用できない言語である。
「アッカa」「アッカb」……という語を考えよう。「アッカx」は人物xが「赤」という語があてはまるものとして見ているものを表す。(x=a,b,……)そして、懐疑は次のように表現される。
「語「アッカx」はxが異なれば意味が異なるのではないか。」
「「アッカa」と「アッカb」は同じ色か？」
ここで「アッカx」は、xさん本人にのみその意味が分かり、他人には絶対に意味が分からない、xさんのためだけの「私的言語」になっている。
■類推説
私の心：私のふるまい＝x：他人のふるまい
「ふるまい」は日本語で記述可能なものである。では、まず私の心を記述し、私の心とふるまいの関係を他人にも適用することによって他人の心を類推できるのではないか。このために、まず私の心を記述するための私的言語を作ろう。
■私的言語批判
　私的言語の可能性については議論が分かれるが、その可能性を否定する影響力の大きな議論がある(ウィトゲンシュタイン)。
　公共言語の「赤」を私はどのようにして学んできたのか。子どもの私が、赤いものを「赤」と呼べば大人たちはそれに同意し、赤くないものを「赤い」と呼べば大人たちはそれを訂正する。そのようにして「赤」は学ばれた。
　しかし、「アッカ」には同意したり訂正したりする大人がいない。私的言語は自分の体験のみを語る言葉であり、人物Aの「アッカa」の意味は他人にはわからない。それゆえ、「これはアッカだと思う」ということは原理的に誰も訂正・否定することが出来ず、「私にはアッカだと思われる」と「これは本当にアッカだ」ということの間に区別が立てられないのである。つまり私は、なんであれ自分が「アッカ」と呼びたいものをそう呼んでいるにすぎない。
　「アッカ」と口ずさみたくなったときにそう口ずさむようになったとして、それは言語だろうか？偽の可能性が論理的にうばわれているなら、それを真と呼ぶことに意味はないんじゃないのか？少なくとも、この私的言語「アッカ」は「そこに「アッカ」と呼ばれるべき対象があり、それを言語で記述した」と言えるようなものではない。
■逆転スペクトルの懐疑の結果
　われわれは、逆転スペクトルの懐疑が公共言語では表現できなかったため、私的言語を用いて表現しようとした。しかし、私的言語は言語として機能しえないものであった。かくして、逆転スペクトルの懐疑はいかなる言語でも表現できない。むしろこれはわれわれの感覚において言語化されうるものとされえないものとの落差に関わるものと考えるべきだろう。
■言語化されうるもの。されえないもの。
　世の中には色盲と呼ばれる人々が居る。色盲の人にとって、世界はどう見えているのか？色盲の人々には赤と緑が灰色に見えるわけでもなく、他の色に見えるわけでもない。色盲の人々には自らの体験を語る言語がない。しかし、言語がないだけで言葉にのらない自分の体験というものは存在する。これはあらゆる概念を逃れた私的体験の存在を示していると言えよう。
■もっと詳しく！
今回の質疑応答で野矢さんが答えているのはこちらの二問。
(1)「私的言語は誤りを訂正する可能性がなく、私が正しいと思ったことがすなわち正しいものとなる。それはつまり、私的言語には正しいも誤りもないということだ」と論じられたが、私的言語であっても、自分自身で自分の誤りを後に訂正する可能性はあるのではないか。
(2)新たな概念が社会において生じる時、それは最初私的言語でしかないのではないか。
5．経験と知
■ヒュームの帰納の懐疑
　経験を数多くすれば、より一般法則は正当化される。この正当化の仕方は「帰納」と呼ばれる。個別事例を一般化することが帰納である。たとえば、千匹の蛇を観察したところそれらがすべて冬眠したということから、すべての蛇は冬眠する、という一般法則を導くことを帰納と呼ぶ。逆に、たとえばすべてのカラスが黒いということからこのカラスは黒いということを導く、即ち一般命題や一般法則(*1)から個別の命題を導くことを演繹という。(ただし、演繹がすべて「一般→個別」とは限らない。たとえば、「Kは女優である→Kは女である」といったように「個別→個別」の演繹もありうる。)
　帰納には発見の脈絡と正当かの脈絡がある。発見の脈絡とは、個別の事例の観察から一般法則を見いだすプロセスである。それに対して正当化の脈絡とは、一般命題を個別事例で正当化(検証、確証)することである。たとえば、「すべての蛇は冬眠する」という法則を検証する為に千匹の蛇を冷蔵庫に入れて寝るかどうかみる、というプロセスである。
　われわれは過去の事例を一般か(帰納)し、その帰納によって得られた一般法則を演繹することによって未来の予測を立てている。たとえば、「千匹の蛇が冬眠した」ということから「すべての蛇は冬眠する」と考え、だから「この蛇も冬眠するだろう」と予測するように。(ここで「千匹の蛇が冬眠した」ということから「この蛇も冬眠する」と述べることも広い意味では帰納に含まれる)
　しかし、たとえば「この黒板消しは手を離すと落ちる」と信じる根拠は何なのだろうか？それは、「今までずっとそうだったから」である。では「いままでずっとそうだった」ということから今度もそうだと考えてよい根拠は何か？そこには、「未来と過去は似ている」という前提思考がある。
　「他の事情に変化がない限り、ものごとはこれまでどおりに進む」という考えを「斉一性の原理」と呼ぶ。帰納はこの斉一性の原理を前提としている。だが、斉一性の原理もまた仮説的な一般法則である。では、斉一性の原理を信じる根拠は何か？「いままで斉一性の原理が成り立っていたから」。しかしこの答えは論点先取でしかない。よって、斉一性の原理は無根拠である。ということは、斉一性の原理を前提とした帰納もまた無根拠であると言える。
(*1……法則と命題の違い。「蛇は冬眠する」というのは法則だが、「男はみんなだらしがない」というのは命題である。)
■確証の原理
　帰納の懐疑によって言われえたことは「法則的な知識を完全に検証することはできない」ということ。
　だが、一般命題は100％真とは言えなくとも、経験によって確からしさは増すのではないか。同じタイプの経験を積めば、それだけ法則の知識は確からしくなるのではないか。
　たとえば、千匹の蛇を観察してすべて冬眠すると分かった。さらに一万引きの蛇を観察してそれらも冬眠すると分かった。これによって法則はより確からしくなるが、100％真ではないので次の蛇が冬眠しない可能性は常に残る。
　「こういうことではないのか？」とヒュームに応答する。
　「そういうことではないのだ」とヒュームは言うだろう。
　上記の議論は「確証の原理」を前提としている。確証の原理とは「関連する観察事例の増加に応じて法則の確からしさは増加する。」という考えである。しかし、確証の原理もまた仮説的な一般法則である。では確証の原理が確からしいと信じる根拠は何か？それを確証する時には確証の原理は使えない。かくして、法則的な知識は経験によってまったく確からしくならない。(一寸先は完全な闇。これは未来の不確定性に対する日常の実感とは異なる。)
■ヒュームの答え
　ヒュームはけっしてたんなる懐疑論としてこの議論を為したのではない。ヒュームはむしろわれわれが「経験から学ぶ」ときの人間の本性の必要性を訴えたかった。つまり、われわれの知はすべてが理性なのではなく動物的な本能に根ざしているのであり、知的活動の根底には動物的・本能的なレベルが必要だということである。
■帰納は無根拠か？
　ヒュームのなした議論は「個別事例で一般命題を正当化するのは究極的には無根拠である」ということであり、「よい一般化」も「悪い一般化」もすべて無根拠であると言っている。しかし、この「無根拠」というのは例えば食わず嫌いのような悪い一般化にみられる「無根拠」とは全く異なっている。よって、このことをもって帰納はすべて「(後者の意味での)無根拠」だと言い立てるのは、ミスリーディング。総じて無根拠な帰納の中に、われわれはよい帰納的正当化と悪い帰納的正当化を区別している。その区別は帰納の懐疑とは別問題。
■資料　デイヴィッド・ヒューム　『人間本性論』(出版年月:1739−40)
　心がある対象の観念ないし印象(*1)から他の対象の観念ないし印象へと移行するとき、それを導くのは理性ではなく、これら諸対象の観念を連合し、想像において統合するような、ある原理なのである。(1.3.6)
 推理や推論を新たに加えることなく、過去の反復から得られるものを、われわれはすべて「習慣habit」と呼んでいる。そこで、確実な真理(*2)として次のように言ってよいだろう。現在の印象に続いて生じる信念は、すべてこの習慣という起源にのみ由来する。(中略)われわれが発見しうるような結合が対象間にあるというのではなく、ある対象の出現から他の対象の存在を推理しうるのは、われわれの想像に作用する習慣という原理のみによっているのである。(1.3.8)
(*1……ヒューム独特の言い方。対象の知覚・記憶、われわれが対象から受け取った知覚イメージやその記憶を指す。観念は過去、印象は現在のものを表す)

(*2……論理・数学が確実なものであると考えられていた)

■もっと詳しく！
　今回のこのコーナーではいつもの質疑応答ではなく、おまけとしてN.グッドマンの「グルーのパラドクス」が取り上げられている。ちなみにカオスである。
6．規範の生成
■規範とは何か
　規範は我々の一挙一動をしばっている。たとえば授業をする、授業に出るというのも規範によるものであり、また歩き方すら規範からの影響を受けている。(右手と右足を同時に出すのは変、など)
欲求と規範　・……したい／したくない
・……すべき／すべきでない
「べし」という表現には、実は二種類ある。それは、最適性の「べし」と規範の「べし」である。最適性とは「ある目的を実現する最も効果的な手段」をさす。たとえば、スパゲッティをゆでる時に塩を入れるというのは「コシのあるスパゲッティを食べるためには(＝目的)、塩を入れてゆでるべきだ」という最適性の「べし」によるものである。それに対して、規範とは端的な「べし」である。
　なぜそうすべきなのか？という問いは最適性の場合はこたえやすい。問題は規範性の「べし」である。
そこで、ここでは最適性でなく、規範について、その成り立ちを考える。
規範について考えるとき、留意しておかなければいけないのは、「規則性」と「規範性」は全く違う概念だということである。規則的に動いているものが、そうすべきだからそうしているとは限らない。太陽は東から昇るがそれは「東から昇るべきだから」ではないし、ある人の就寝前の読書の習慣は規範によるものではない。これが「事実から規範は出てこない」としばしば言われる所以である。「就寝前の読書の習慣」という事実からは、その人がそうすべきだと思っているのかどうかはわからない。
■規範の根拠
　最適性の「べし」はその根拠を説明することも難しくない。では、端的な「べし」の根拠は何か。この問題に対するヒントになることを期待して、ひとつの例を考えよう。ゲームの規則の例である。
　Ex.歩の規則(将棋)：歩は前に一つ進む
　Cf.将棋の定石、戦略
定石や戦略は勝つ為の最適な手段としての「べし」。他方、歩の規則などは将棋を構成している。(構成的規則)従わなくてもよいならば、それは別のゲームとなる。
　これを、「規範の構成的性格」と呼ぼう。これらの規則はゲームに参加するなら守らなければならない規則だが、参加すること自体は何ら規範性を持たない。
　現実の規範は何を構成しているのか？規範はその規範を定めている共同体に所属していたい、という意志をベースにしている。ゆえに規範は現実には共同体や共同実践といったものを構成し、前提としているのである。われわれは、「規範は実践を構成する」「規範とは共同体の構成原理である」と言いたい。だが、「規範は本質的に社会的」と言うにはまだ議論が弱い。
■規範の意味
　「規範は本質的に社会的」というテーゼを確立したい。しかし、一人でも規則に従ったり違反したりできるように思える。そこで(概念的に)生まれ落ちた時から社会から隔絶された人間(ロビンソン)を考える。そしてロビンソンが「魚を食べてはいけない」と決めたとする。ロビンソンはこの規則に従えないのか？
　一見すると、ロビンソンの場合でも、規則に従っていることと、規則に反していることの区別がつけられているようにも思われる。しかし、注意しなければいけないのはここには私的言語の不可能性と同様の議論があるということである。「これは規則に従っている」「これは規則に反している」という考えはロビンソンにもある。しかし、「魚を食べてはいけない」という規則がどう適用されるべきか、という規範はない。たとえば「うつぼ」に面した時、その規則を適用するかしないかはロビンソンの思い通りに決めることができる。このように「これは規則に従っていると正しく判断する」「これは規則に従っていると誤って判断する」という考えはロビンソンには不可能である。ここでは、「規則に従っていると思う」ことと「本当に規則に従っている」こととが同じになってしまっている。それゆえ、ロビンソンは自分の思うままにふるまっているのと違いはない。
　たとえば「これを食べても規則違反ではない」というのを判断Aとすると、その判断Aに対して「判断Aが正しいか誤りか」という判断Bをするということは、判断Aをした人物に対して正誤を述べることになる。ここには判断Aをする人の視点と判断Bをする人の視点の2つがある。
　では、われわれの場合に規則の誤解と訂正の可能性はどのようにして開かれているのか。ここには大人と子どものような非対称的な力関係が働いているのではないか。これは判断Aをする人と判断Bをする人はたとえば「子どもと大人」のような関係にあり、その非対称的な力関係の下で判断の訂正が可能になっているのではないかという考え方である。しかしそうすると、それは訂正というよりも大人の独断を子供におしつけているのではないかという疑問が生じる。つまり、判断Bもそれをする人の恣意的になっているのではないか、ということである。そうすると判断Bを判断する判断Cが必要になり、判断Cにはまたそれを判断する判断Dが必要である……と続いていくことになる。この判断の連鎖の終わりは、ロビンソン状態に陥っているのではないか？
　非対称な力関係がピラミッドのような形であれば一番上がロビンソン状態になってしまう。その疑問を解消するために考えられるのが、ピラミッド型のような一番上の絶対権力があるわけではないのではないか、ということである。つまり、社会の中でじゃんけんのような「三すくみ状態」が実現していると考えるのである。
　またその他にも、「子供の教育」と「犬のしつけ」の違いを考えてみる。犬のしつけには規範性はないが、子供の教育には規範性がある。このとき、子供は規範を学ぶとともに評価する(＝判断する)ものにもなり、二重の観点を持つようになる。
■もっと詳しく！
　今回の野矢さんの取り上げた質疑応答は以下の2つである。
(1)「三すくみ」と言われたが、どういうことなのか、まだよく分からない。
(2)規則を正しく理解した上で、それに違反していることと、規則を誤解して、それに従っていることの違いはどこにあるのか。
7．意味の在りか
ごめん、意味の在りかはカオスでよくわかりませんでした。。。
試験問題の出題形式を見る限り、10単元中1単元落としていても大勢に影響はないと思われるので諦めていいでしょうか……？
どうしても試験に「意味のありか」の単元で解答したいからシケプリあげろという方が居れば御一報下さい。頑張ってみます。
■「新たな意味の産出可能性」という問題とひとつの応答
　われわれはたえず新しい言葉を話し、また耳にするが、それはほぼなんのためらいもなく理解される。なぜか。
　この問題に対する伝統的な言語論の応答：言語は有限の語彙と有限の構成規則よりなる。われわれは単語の意味とその組合せ規則たる文法を学ぶ。これら有限の語彙と有限の規則を組み合わせて新たな組み合わせを作る。よって新たな意味が産出された時、新しいのは組み合わせである。
　この考え方は、語を意味の基本単位とするものにほかならない。つまり文の意味は語の意味の組合せであるというのだ。
■「個別性と一般性のギャップ」という問題
　では「語の意味」とは何か。例えば「猫」の意味とは何か。
　「猫」が意味するのは「猫一般」。だが、見出せるのは個別の猫のみで「猫一般」などどこにもいない。では、「猫」はなにを意味するのか。これはつまり、個別性と一般性のギャップをどう乗り越えるかということである。
■伝統的な言語論の応答
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■伝統的な言語論への批判
(1)観念とは何か
　観念とは何なのか。はっきりしない。
(2)観念をどうやって知るか(コミュニケーションの懐疑)
　他人が「猫」で何を意味しているのか、どうすれば知りうるのか。語の意味は心の中に秘められてしまい、言語の公共性が損なわれることになる。
(3)無限後退
　「猫の一般概念」なるものがあったとして、それもまた個別的。2008年12月9日10時に私が抱いた観念が「猫」と名付けられたとする。そのとき別の時刻に私が抱いた観念や他人が抱いた観念も「猫」と言えるのか。
　それらもまた「猫」なのだと言うためには、そうした個別の一般概念をさらに抽象して一般概念の一般概念を作らねばならないが、それは無限後退。
■文脈原理という考え方
　語は文の中でどう働くかで意味付けられる。
　→「猫」を命題関数として規定する。
8．行為と意志
■問題「行為」と「行為ではないたんなる自然現象」を区別したい。
　2つの違いはそこに動作主の「意志」(*1)があるかどうかではないかという考え方がある。これが「意志行為説」と呼ばれる考え方であり、ここでは行為は「意志が原因で生じた運動」と定義される。この考えでは「行為(手を挙げる)−物理的動き(手が挙がる)＝意志(手を挙げよう)」という等式が想定されている。
　意志行為説は次のように批判される。
(1)「意志」とは何か？　どういう心の状態なのか？　意志など存在しない？
　意志とはいったいどういう心の状態なのか。われわれは「悲しい」と呼ばれる心の状態を経験したことがあるか、と問われれば「ある」と答えることができるだろう。だが「意志」という心の状態はどうだろう。たとえば、飛び上がろうと意志してみよ。飛び上がってはいけない。ただ意志だけする。ここになにか意志と呼ばれうる心の状態があるだろうか。ないと思われる。それに行為と自然現象の違いを「意志」という心の状態に求めてしまうと、ある動きが行為かそうじゃないかは他人の心を覗けない以上わからない、ということにもなってしまう。
(2)無限後退
　恐怖→飛び上がる……(a)

　意志→飛び上がる……(b)

　(a)は行為ではなく思わず生じた自然な反応であるが、(b)は飛び上がるという行為であるとわれわれは考える。この違いは自分でコントロールできる(意志のままにできる)かどうかだと考えられるが、では(b)のどの部分がコントロール可能なのだろうか。
　①意志を生じさせることが意のままにできる。
これは上の(a)では飛び上がるという反応をうんだ恐怖は蛇が生じさせたものであるのに対し、(b)の飛び上がるという反応を生んだ意志1は「意志1を生じさせよう」という意志2が生じさせたものだと考えられる。
「意のままに生じさせることが出来る」というのはつまり「意志によって生じさせることが出来る」ということである。そうすると、意志nはそれを生じさせる意志n+1を要求することになり、無限後退となってしまう。
　②生じた意志に従うかどうかが意のままにできる。
これは(b)では「飛び上がる」という行為は飛び上がろうという意志に従うことで生じたものであり、さらにこの「飛び上がろうという意志に従う」ということも「飛び上がろうとする意志に従おうという意志」によって生じたと考える。
しかしここでも①と同様に、「意のままにできる」ということは「意志に従って行われる」ということであり、無限後退となってしまう。
　このように、①も②も、さらなる意志を要求する無限後退となってしまった。
　こうして、意志行為説では無限後退に行き着いてしまったわけだが、何故そうなってしまったのか。これはそもそも「手を挙げる−手が挙がる＝？」というこのような引き算がナンセンスであり、「意志」という心の状態の想定が間違っているのではないか。
　では、行為とはなんなのだろうか？そもそも「手を挙げる」というのと「手が挙がる」というのは全く異なった語り方であり、そこに反映されるのはわれわれのある動きに対する意味付けの違いではないだろうか。「手が挙がる」ということにたいして、「なぜ？」という問いを立てる時そこには二種類の問いが存在する。それは理由の問いと原因の問いである。「なぜ手を挙げたのか？」という理由の問いをたてると、その答えは「あいさつした」「タクシーをとめようとした」といったものになる。それに対し、「なぜ手が挙がったのか？」という原因の問いをたてると、例えば「痙攣」といったようなものが答えとなる。この問いのたてかたが行為と自然現象をわけるものではないか。理由の問いを立てるということが行為としての扱いであり、原因の問いを立てるということが自然現象としての扱いではないだろうか。ある犬がしっぽを振っているのを自然現象として扱うかそれとも行為として扱うかは、われわれの意味付けの違いによって変わるのではないだろうか。そして、意志行為説がうまく行かなかったのは行為に対して原因の問いをたてたからではないだろうか。
　ある人がやったことが行為かどうかは、「その人の行動と心の状態を見ればわかる」というものではなく、「その行動の文脈による」すなわち動きそのものに行為かどうかがあるのではなく、「われわれがそのものをどう捉えるかによる」と考えられる。行為それ自体ではなく、行為を取り巻く「文脈」に注目することが考えていくうえで重要なのではないか。
(*1……「意志」と「意思」は違うもの。「意思」とは人の考えである。)

■行為の文脈依存性
　ある人物の手がある仕方で動いている映像を背景なしに見せられたとする。そのあとで、それをさまざまな状況のもとにおいてみる。状況に応じて行為の意味は変わるだろう。たとえば手を挙げるという動きはタクシーへの合図かもしれないし、質問の合図かもしれない。またはあいさつや単なるストレッチなのかもしれない。動きそのものは文脈によってさまざまな行為としての意味をもつ。こうした行為の文脈依存性は何を示唆しているのか。
　第一に、行為は行為主体の(心身の)あり方だけでは規定されない。
　第二に、行為はある動きがある文脈で獲得する「意味」のレベルで決まる。
　またここでいう「行為の意味を与える文脈」とは「その場の状況」や「その前後を含んだ成り行き」(ストーリー、物語)だと考えられる。またさらに文脈とは現実の物語の進行だけではなく、可能な協力など可能の物語も想定される。
■理由と原因
　問：この台風はなぜ九州に上陸したのか。
　答：気圧配置がこれこれだから。……原因
　問：なぜ殴ったんだ。　　　答：仕返しさ。……理由
　意図的行為に置いてわれわれは、行為主体がそこにおいて発信する意味を捉えようとする。行為において読み取られるその意味が、「意図」にほかならない。「意図」とは決してそのような心の状態があるわけではない。たとえば、吉祥寺へ行く電車の中で本を読んでいるとすると、「心の状態」は本に夢中ということもありえる。このようにずっと「吉祥寺へ行く」という心の状態であるわけではないが、それでも「吉祥寺へ行こう」という意図は消えたわけではない。繰り返すが意図とは行為において読み取られる意味なのである。
9．自由
■決定論
　哲学で問題とする自由とは何か。たとえば、「手を挙げる自由」などは一番根源的な自由であると考えられている。それに対して、そのような自由すらも否定する「決定論」と呼ばれる考え方がある。決定論とは宇宙・世界の動きは全て決定されているという考えであり、「どんなできごとxに対しても、原因yが存在し、「yならばx」を成り立たせるような厳密な因果法則が成り立っている」と考える。ここでまず、個別のできごととできごとのタイプを区別しておこう。たとえば「野矢さんが哲学Ⅱの授業をする」というのはできごとのタイプであり、そのタイプに属する一つの事例がある日の授業である。個別のできごとの関係を表したものが「因果関係」と呼ばれるのに対し、タイプの間の関係を表したものは「因果法則」と呼ばれる。決定論で言われた「厳密な因果法則」とは「タイプAのできごとxが生じると、xが原因となってつねにタイプBのできごとyが生じる」という法則である。またここで決定論をより厳密に書き直すならば、「どんなできごとxに対しても、原因yが存在し、xをAのタイプ、yをBのタイプとすると、厳密な因果法則「AならばB」が成立する」と言える。どんなできごとxに対しても原因yが存在するという考えは「因果律」と呼ばれるものである。
　決定論が正しければ、私のすべての行動は厳密な因果法則に従ってあらかじめ決定されていたということになり、もしそうならば、私は「自由に」行動したとは言えないだろう。過去のできごとにより、現在や未来は決定されている。しかし、それは気持ちが悪いものに思われる。
■行為の自由
　ここで問題にしたい「自由」は、例えば手を挙げたとき、私は「挙げないでもいられた」、この自由である。(しかし、手を挙げてしまったあとで、挙げないでもいられたことを証明しようとしても、できない。ここに自由を立証することの根本的な困難がある。)
■両立論
　これに対して、決定論と自由は両立するという「両立論」という考えがある。両立論では、「自由に行動する」とはその行動が強制されたものではないことを意味する、と考える。そうであれば、それは決定論と両立する。ここでの自由に対して想定される不自由とは、マヒや強制である。つまり、私はあるときには強制的に手を挙げさせられるように決定されており、あるときには他人の強制なしに手を挙げるように決定されている。後者の場合、いわば、私は「自由に手を挙げる」ように決定されているのである。
　しかしわれわれは自由を「強制されていない」ということではなく、「する、しないの選択が出来る」ということだと言いたい。つまり、自由とは「しないでもいられた」ということだと考えたい。これは、決定論とは両立しないように思われる。
　しかし両立論はこれも両立すると考える。「腕を挙げないでもいられた」ということは「腕を挙げないことにしようと思っていたならば、腕をあげなかっただろう」ということであり、これはまた、「腕を挙げないでいようと思うことが決定されていたならば、腕を挙げないことが決定されていた」ということである。腕を挙げるかどうかに関しては、「腕を挙げようと思う→腕を挙げる」「腕を挙げないことにしようと思う→挙げない」という複数のシナリオが存在しており、現実のシナリオは前者になったが、過去のあり方が違えば後者のシナリオになっていたかもしれない。このように想定したとしても、因果関係の矢印は損なわれず、ならば、これもまた決定論と両立する。
　しかし、非両立論者はこのような「自由」には満足しない。
■非決定論
　決定論を認めると、自由を否定するか両立論をとるかのどちらかしかない。そのどちらにも満足出来ないのならば、決定論を認めない立場をとることになる。
　量子力学は非決定論的な理論である。そこで、量子力学が非両立論者にとっての自由を支持する材料になるとする議論もある。しかし量子力学とはものごとを確率的に記述するものである。しかし、先行するできごとから次のできごとが「確率的に」生じるとしたところで、それは「自由」とはいえないだろう。
　こうして非決定論として量子力学を採用しても、われわれの望むような自由は保障されなかった。そうすると、自然科学的なものの見方というものが人間の自由と衝突しているのではないかと思われてくる。ここから生じるのは自然科学によって世の中のすべてをとらえることはできないのではないか、という意見である。
　ここでまず考えたいのが因果についてである。因果律はどんなできごとxに対しても原因yが存在する、としているが「原因yが存在する」とはそもそもどういう意味なのか？「できごとAが生じると、それが原因となってつねにBが生じる」という時、2つの疑問が生じる。1つは、原因となる、とはそもそもどういうことかということ。そしてもう1つはそもそもそう「言う」ことは必要なのか、ということである。
　このような因果というものに関してヒュームが言うには、われわれは原因と結果を認識することはできても、「因果関係」というものは観察出来ず、そこにあるのは恒常的な連接関係である、というのである。
　その連接関係はすなわち因果関係であると言えるのだろうか？そもそも、「相関関係」と「因果関係」は区別する必要がある。たとえば、できごとAとBが共通原因Cを持つ時、AとBの間には相関関係は存在しているが、それは因果関係ではない。
　野矢さんが考えるには、「因果関係」とは「人間による制御可能性」であり、Aを通してBをコントロールするということである。だから野矢さんは「人間が居なければ因果など存在しないのではないか」「因果とは世界のあり方ではなく、人間と世界の関わり方じゃないのか」と考えている。
　また、そもそも「自然法則が世界を正しく記述したものだ」という考えが間違っているのではないか。たとえば、PV＝nRTという状態方程式を考える。この状態方程式は分子間力が０の理想気体において成立するものであり、こんなものを満たす状態は世の中にはない。また他にもx＝kFというフックの法則にしても、「完全に均質な弾性体」において成立するものであるため、こんな方程式が成立するようなものは世の中にはない。このように自然法則は決して世界を正しく記述したものではない。
　しかし、裏を返せばこれらの法則は反証しえないものである。たとえば、「バネの伸びがきれいに比例しない」ということは、フックの法則を反証しない。これが意味するのはそのバネは「完全に均質な弾性体」ではなかったということである。フックの法則を反証する為には「完全に均質な弾性体においてフックの法則が成立しない」ということが必要なのである。
　このようなことを考えると、自然法則というのは世界のあり方をとらえたものではなく、むしろ探求の指針を与えるものである。自然科学では自然法則を維持するように現象を解釈する。たとえばフックの法則に一見反する事例があれば、それはフックの法則を維持するように、「それは完全に均質な弾性体ではなかった」と解釈される。
　では、法則「AならばB」によると、時刻tにおいてNさんの右手が挙がる、としているとする。しかしわれわれは、「挙げないでもいられる(はずだ)」と考える。すると、「AならばB」を基本的に維持するように逸脱の原因が探される。そこでなされる説明が「A+αならばB」である。同様にして予言破りのたびに「A+α+β→B」「A+α+β+γ→B」……と改訂していく。「A+α+β+…………+ω→B」という完成された法則はあるのだろうか？と考えた時、そんなものはないということになる。そしてこれはそもそも、自然法則が世界の記述になっていない、ということである。
■もっと詳しく！
　ながらくご愛好いただきましたこのコーナーもついに最終回を迎える運びとなりました。感動のフィナーレを飾るのは、野矢茂樹教授によります自由への「暫定的解答」。まさにこの最後に相応しい、哲学らしいあまりの問題の解決してなさっぷりに、あなたもきっと今まで見てきた数々の迷宮入り事件を思い出すことでしょう。もしあなたの頭に今まであなたが出会った全ての問題が走馬灯のように駆け巡ったとしたら、もう大丈夫。哲学の試験など恐るるに足りません！
　では皆さん、長らくご愛好頂きありがとうございました。
